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モンゴルの「人材育成奨学計画」に対する無償資金協力について

１．わが国政府は、モンゴル国政府に対し、「人材育成奨学計画」（the Project

for Human Resource Development Scholarship）の実施に資することを目的とし

て、２億１，３００万円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このた

めの書簡の交換が１２月３日（月）、ウランバートルにおいて、わが方花田麿公

在モンゴル大使と先方ロブサンギーン・エルデネチョローン外務大臣（Mr.

Luvsangiin Erdenechuluun, Minister for Foreign Affairs）との間で行われた。

２．モンゴルでは、１９９１年のソビエト連邦の崩壊以降、市場経済化、近代化等

への対応が急務であり、市場経済化に資する人材育成が喫緊の重要課題となって

いる。政府は、教育を国家発展の基礎と位置付け、２０００年から２００５年ま

での教育戦略計画を策定しており、この計画の中心として、教育行政の強化、高

等・専門教育における市場経済への適応化等を挙げている。しかしながら、政府

職員、国営企業などで指導的立場にある者が、概して旧ソビエト連邦、東欧など

への留学経験者であるため、近年の市場経済化、近代化等への対応が必ずしも十

分でない部分がある。

このような状況の下、モンゴル政府は、人材育成における留学制度の果たす重

要な役割に鑑み、「人材育成奨学計画」を策定し、この計画のための現地におけ

る事前教育、渡航費、滞在費、学費等の資金につき、わが国政府に対し無償資金

協力を要請してきたものである。

３．本件は、こうしたモンゴル政府の要請に対し、一般無償資金協力の枠内で導入

されている留学生支援無償により支援を行うものである。これにより、来年度新

たに日本に留学する約２０名の学生が支援を受けることになる。


